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ｿｺﾝのデｨｽプﾚｲと本体の償却は？

Q:パソコンブームに乗り遅れないため、

ホームページで商品の案内をしたいと思い、

当社もパソコンを購入することにしました。

パソコン本体が19万円で、ディスプレイが

8万円でした。

それぞれの取得価額が20万円未満なので、

全額損金算入してもよいでしょうか。

ヱヘ：パソコンディスプレイは、パソコンと

一体のものですので、別々に取得したものと

して判定せず、一体で20万円未満かどうか

の判定をします。

【解説】

パソコンは「電子計算機」として6年間で

償却することになります。

パソコンディスプレイも 、 この計算機と一

体のものなので、6年で減価償却することに

なります。

昨今のパソコンブームで、以前は4～50

万円していたパソコン本体も20万円を下回

るものが出てきました。

取得価額が20万円未満の少額減価償却資

産は、一括損金で償却することが可能です。

そこで、パソコン本体とディスプレイを別

々の「取得価額が20万円未満の減価償却資

産」として、一括損金償却したいところです

が、これは間違いです。

パソコンブームとともに、このように間違

った税務処理をしている会社が多いと聞きま
＄

す。つまらぬ間違いで否認され、延滞税を取
●

られることのないよう、正しい処理をしまし
よ う◎
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